
●
祝
日
の
燃
や
せ
る
ご
み
収
集

　

3
月　

日（
春
分
の
日
）＝
収
集
し
ま
す

21

●
資
源
集
団
回
収
報
奨
金
の
交
付
申
請
を

　

平
成　

年
度
後
期
分
（　

〜
3
月
分
）

17

10

の
申
請
を
。
期
日
を
過
ぎ
る
と
報
奨
金
を

受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す　

受
付

期
限
＝
3
月　

日　

受
け
付
け
＝
同
課

31

●
ご
み
の
焼
却
禁
止
・
不
法
投
棄
防
止
に

　

ご
協
力
く
だ
さ
い

　

ご
み
の
焼
却
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
（
農
・
林
・
漁
業
の
た
め
の
や
む
を

得
な
い
も
の
や
宗
教
行
事
で
の
焼
却
な
ど

例
外
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
ま

す
）。
市
で
は
、
ご
み
の
焼
却
・
不
法
投
棄

防
止
の
た
め
、
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

●
「
貸
し
ま
す
詐
欺
」
に
ご
注
意
を

　

大
手
金
融
機
関
な
ど
を
装
っ
て
、「
お

金
を
貸
し
ま
す
」
と
い
う
内
容
の
は
が
き

や
手
紙
、
携
帯
メ
ー
ル
を
送
り
、
保
証
金

や
保
険
金
の
名
目
で
お
金
を
請
求
し
、
だ

ま
し
取
る
手
口
が
急
増
し
て
い
ま
す　

ア

ド
バ
イ
ス
＝
取
引
関
係
に
な
い
と
こ
ろ
か

ら
の
勧
誘
や
、
融
資
を
受
け
る
前
に
保
証

金
・
保
険
金
な
ど
の
請
求
を
し
て
き
た
ら

ご
注
意
を　

※
変
だ
な
と
感
じ
た
ら
同
セ

ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。　

●
佐
世
保
駅
周
辺
再
開
発
地
区
の
市
有
地

　

を
公
売
し
ま
す

　

場
所
＝
佐
世
保
駅
周
辺
土
地
区
画
整
理

区
域
内
1
区
画　

公
売
方
法
＝
一
般
競
争

入
札
（
受
け
付
け
は
3
月
初
旬
、
入
札
は

3
月　

日
の
予
定
）　

※
詳
し
く
は
、
市

28

役
所
前
や
各
支
所
、
各
行
政
セ
ン
タ
ー
の

掲
示
板
に
公
告
し
ま
す
。

●
国
民
年
金
保
険
料
は
年
度
内
の
納
付
を

　

保
険
料
の
未
納
期
間
が
長
く
な
る
と
、

将
来
の
年
金
受
給
権
や
受
給
額
に
影
響
し

ま
す
。
保
険
料
は
各
年
度
内
に
早
め
の
納

付
を
。
納
付
書
を
紛
失
し
た
場
合
は
、
社

会
保
険
事
務
所
で
再
発
行
し
ま
す
。　

※
保
険
料
の
納
付
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、

免
除
制
度
に
よ
り
納
付
が
免
除
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
社
会
保
険
事
務
所
、
市

役
所
戸
籍
住
民
課
、
各
支
所
、
各
行
政
セ

ン
タ
ー
の
い
ず
れ
か
で
手
続
き
を
。

●
4
月
1
日
か
ら
は
新
し
い
国
民
健
康
保

　

険
証
を
使
い
ま
し
ょ
う

　

平
成　

年
度
の
新
し
い
保
険
証
を
3
月

18

下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
4
月
1
日
か
ら
病

院
に
行
く
と
き
は
、
必
ず
新
し
い
保
険
証

（
カ
ー
ド
）
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

●
国
民
健
康
保
険
の
夜
間
・
日
曜
相
談

　
�
夜
間
相
談
＝
3
月　

、　

日　

時　

16

28

17

15

分
〜　

時　
�
日
曜
相
談
＝
3
月　

日
9

20

26

〜　

時　

と
こ
ろ
＝
同
課　

相
談
内
容
＝

16
保
険
税
の
納
付
、
国
保
資
格
な
ど

●
国
保
税
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　

保
険
税
は
、
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の

医
療
費
や
出
産
育
児
一
時
金
、
葬
祭
費
な

ど
に
充
て
ら
れ
ま
す
。
本
年
度
の
納
付
月

は
3
月
が
最
後
で
す
。
本
年
度
分
の
保
険

税
は
年
度
内
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

●
3
月
は
国
民
健
康
保
険
税
第　

期
分
の

10

　

納
付
月
で
す

　

納
付
に
は
、
便
利
な
口
座
振
替
や
納
税

組
合
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
固
定
資
産
の
縦
覧
帳
簿
、
課
税
台
帳
を

　

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す

�
縦
覧
帳
簿　

期
間
＝
4
月
3
日
〜
5
月

　

日
（
土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
）　

場
所

31＝
市
役
所
資
産
税
課
、
各
支
所
、
各
行
政

セ
ン
タ
ー
（
支
所
と
行
政
セ
ン
タ
ー
は
管

内
分
だ
け
）　

内
容
＝
自
己
資
産
以
外
の

平
成　

年
度
の
固
定
資
産
税
の
基
礎
に
な

18

る
土
地
や
家
屋
の
評
価
額　

見
る
こ
と
が

で
き
る
人
＝
納
税
者
と
そ
の
同
居
家
族
、

納
税
管
理
人
、
代
理
人
（
委
任
状
が
必
要
）

�
課
税
台
帳　

期
間
＝
4
月
3
日
〜
来
年

3
月　

日
（
土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
）

30

※
5
月　

日
ま
で
は
手
数
料
は
無
料　

場

31

所
＝
市
役
所
資
産
税
課
、
各
支
所
、
各
行

政
セ
ン
タ
ー　

内
容
＝
平
成　

年
度
の
固

18

定
資
産
税
（
土
地
、
家
屋
、
償
却
資
産
）

の
評
価
額
な
ど　

見
る
こ
と
が
で
き
る
人

＝
納
税
義
務
者
と
そ
の
同
居
家
族
（
6
月

以
降
は
委
任
状
が
必
要
）、
納
税
管
理
人
、

借
地
・
借
家
人
（
対
象
物
件
だ
け
、
賃
貸

●１４ 

　
■
佐
世
保
社
会
保
険
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（�
�
1
1
4
8
）

　
■
市
役
所
戸
籍
住
民
課

　
■
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

　
■
市
役
所
資
産
税
課

　
■
市
役
所
納
税
課

　
■
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（�
�
2
5
9
1
）

�

　
■
市
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（�
�
2
4
2
8
）

　
■
市
役
所
財
産
管
理
課

　
■
市
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（�
�
0
6
6
0
）

　
■
市
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（�
�
2
4
2
8
）

　
■
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

借
契
約
書
ま
た
は
所
有
者
の
委
任
状
が
必

要
）、
代
理
人
（
委
任
状
が
必
要
）　

※
い

ず
れ
も
印
鑑
が
必
要
。
納
税
通
知
書
や
課

税
明
細
書
を
持
っ
て
い
る
場
合
は
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。
固
定
資
産
納
税
者
で
課
税

台
帳
に
登
録
さ
れ
た
価
格
に
不
服
が
あ
る

場
合
は
、
4
月
1
日
か
ら
固
定
資
産
評
価

審
査
委
員
会
へ
文
書
に
よ
る
申
し
出
が
で

き
ま
す
。
申
し
出
の
期
限
は
、
納
税
通
知

書
到
達
後　

日
間
で
す
。

60

●
固
定
資
産
税
の
納
期
を
変
更
し
ま
す

　

平
成　

年
度
第
1
期
分
の
納
期
＝
5
月

18

　

〜　

日　

※
第
2
期
以
降
は
従
来
ど
お

16

31

り
で
す
（
7
月
、
9
月
、　

月
）。

12

●
土
地
の
路
線
価
格
と
標
準
宅
地
の
価
格

　

を
公
開
し
ま
す

　

と
き
、
と
こ
ろ
＝
4
月
3
日
か
ら
同
課

●
軽
自
動
車
税
は
4
月
1
日
現
在
の
所
有

　

者
に
課
税
さ
れ
ま
す

　

持
ち
主
の
変
更
、
廃
車
、
盗
難
に
遭
っ

た
な
ど
の
場
合
は
、
3
月　

日
ま
で
に
手

31

続
き
を　

手
続
き
、
お
尋
ね
＝
百
二
十
五

�
以
下
の
バ
イ
ク
と
小
型
特
殊
車�
市
役

所
資
産
税
課
、
二
輪
の
小
型
自
動
車�
佐

世
保
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
（�
0
5

0
・
5
5
4
0
・
2
0
8
4
）、
軽
二
・

三
・
四
輪�
軽
自
動
車
協
会
（�
�
1
3

8
5
）

●
身
体
障
害
者
な
ど
を
対
象
に
軽
自
動
車

　

税
を
減
免
し
ま
す

　

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
を
所
有
し
て
い

る
人
で
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に

軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す　

手
続
き
＝
4
月
3
日
〜
5
月　
31

日
に
同
課
で

●
し
尿
処
理
施
設
「
ク
リ
ー
ン
ピ
ュ
ア

　

と
ど
ろ
き
」
が
完
成

　

市
内
全
域
の
し
尿

や
浄
化
槽
汚
泥
の
処

理
を
行
っ
て
き
た 
轟 

と
ど
ろ
き

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

の
老
朽
化
に
伴
い
、
新

し
い
処
理
シ
ス
テ
ム

を
導
入
し
た
「
ク
リ
ー

ン
ピ
ュ
ア
と
ど
ろ
き
」

が
新
築
さ
れ
ま
し
た
。

4
月
1
日
か
ら
供
用
を
開
始
し
ま
す
。

●
既
存
宅
地
の
確
認
を
受
け
た
土
地
で
建

　

築
で
き
る
期
限
に
ご
注
意
を

　

市
街
化
調
整
区
域
内
で
既
存
宅
地
の
確

認
を
受
け
た
土
地
で
は
、
自
己
用
建
築
物

で
あ
れ
ば
、
期
限
ま
で
は
許
可
不
要
で
建

築
で
き
ま
す
が
、
期
限
を
過
ぎ
る
と
建
築

で
き
な
く
な
り
ま
す
。
土
地
利
用
を
お
考

え
の
場
合
は
同
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

期
限
＝
5
月　

日
17

●
市
道
の
照
明
灯
が
消
え
て
い
る
と
き
な

　

ど
は
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い

　

市
道
の
照
明
灯
が
消
え
て
い
る
と
き�

土
木
部
管
理
課
▼
市
道
に
穴
が
開
い
て
い

る
と
き�
道
路
維
持
課
▼
道
路
（
里
道
）

へ
の
足
場
設
置
、
河
川
（
水
路
）
へ
の
橋

の
設
置
な
ど
、
道
路
・
河
川
を
占
用
す
る

と
き�
土
木
部
管
理
課

●
水
道
局
か
ら
の
お
願
い

�
夜
間
漏
水
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

水
道
管
の
漏
水
調
査
は
、
わ
ず
か
な
漏

水
音
を
聞
き
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た

め
、
車
両
の
通
行
量
や
水
道
の
使
用
が
1

日
で
最
も
少
な
い
深
夜
に
実
施
し
て
い
ま

す
。
お
騒
が
せ
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

�
水
道
メ
ー
タ
ー
の
検
針
に
ご
協
力
を

　

犬
の
放
し
飼
い
を
や
め
、
メ
ー
タ
ー
上

に
車
や
物
を
置
か
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
増
改
築
の
際
は
、
メ
ー

タ
ー
が
床
下
や
見
え
に
く
い
位
置
に
な
ら

な
い
よ
う
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

●
ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
に
ご
加
入
を

　

5
人
以
上
の
グ
ル
ー
プ
で
お
申
し
込
み

を
。
掛
け
金
は
年
齢
、
種
目
で
異
な
り
ま

す　

保
険
期
間
＝
4
月
1
日
（
4
月
1
日

以
降
加
入
の
場
合
は
入
金
日
の
翌
日
）
〜

来
年
3
月　

日
31

●
労
働
相
談
情
報
セ
ン
タ
ー
の
ご
利
用
を

　
�
職
員
に
よ
る
労
働
相
談
＝
平
日
9
時

〜　

時　

分　
�
社
会
保
険
労
務
士
に
よ

17

45

る
相
談
＝
水
曜
（
祝
日
を
除
く
）　

時　
13

30

分
〜　

時　

分　

場
所
＝
県
北
振
興
局
労

15

30

政
課
内　

※
相
談
無
料
、
秘
密
厳
守

●
県
立
佐
世
保
技
能
会
館
の
ご
利
用
を

　

研
修
や
職
業
訓
練
の
ほ
か
、
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
、
会
議
、
サ
ー
ク
ル
活
動
に

利
用
で
き
ま
す　

場
所
＝
干
尽
町
3
の
3

●
不
動
産
の
無
料
相
談
会

　

不
動
産
鑑
定
士
が
不
動
産
の
売
買
や
相

続
、
賃
貸
借
な
ど
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ

ま
す　

と
き
＝
4
月
3
日　

〜　

時　

と

10

16

こ
ろ
＝
佐
世
保
交
通
会
館
4
階
（
栄
町
）

2006.3
●１５ 

さ
ま
ざ
ま
な
人
権　

外
国
人　

現
在
、
日
本
で
は
国
際
化
が
進
む
一
方
で
、
外
国
人

に
対
す
る
就
労
差
別
や
入
居
･
入
店
拒
否
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
が
生
じ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
消
し
て
い
く
た
め
に
は
、
わ
た
し
た
ち
一
人
一
人
が
自
分
た

ち
と
異
な
る
文
化
を
持
っ
た
人
々
を
認
め
合
う
寛
容
さ
が
必
要
で
す
。
そ
れ
が
、
人
権
を

日
本
に
定
着
さ
せ
る
第
一
歩
と
も
な
る
の
で
す
。　　

■
お
尋
ね　

市
役
所
人
権
啓
発
課

　
■
市
役
所
都
市
計
画
課

�

　
■
市
教
育
委
員
会
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

　
■
市
役
所
資
産
税
課

　
■
長
崎
県
不
動
産
鑑
定
士
協
会

　
　

（�
0
9
5
・
8
2
2
・
3
4
7
1
）

　
■
市
環
境
部
施
設
課　
（�
�
2
1
1
6
）

　
■
市
役
所
資
産
税
課

　
■
市
役
所
資
産
税
課

　
■
市
役
所
資
産
税
課

　
■
水
道
局
（�
�
1
1
5
1
）、

    
各
営
業
所
、
各
出
張
所

　
■
市
役
所
土
木
部
管
理
課
、
道
路
維
持
課

　
■
佐
世
保
労
働
相
談
情
報
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（�
�
8
1
1
0
）

　
■
佐
世
保
技
能
会
館　

（�
�
7
2
3
8
）




